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平成２６年度第１回市民協働のまちづくり推進委員会 会議録 

 

【開催要領】 

１ 日時 平成２６年度４月２１日（月）9:30～11:15 

２ 場所 常総市水海道庁舎２階庁議室 

３ 出席委員 

会 長 沼尻 保  自治区長連絡協議会（曲田六軒自治区長） 

副会長 平井 丈史 教育委員 

委 員 堀越 輝子 ネットワーカー常総会長 

〃  中山 美代子 常総市社会福祉協議会副会長 

〃  横島 鮎美 三坂児童館・ひばり会長 

〃  星野 立子 女性団体じょうそう事業委員会会員 

〃  稲石 高志 常総市商工会青年部部長 

〃  小川 好市郎 常総市消防団副団長 

〃  小椋 チアゴ NPO コムニダージ代表 

〃  木村 三益 丸三商事工業（株）代表取締役社長 

〃  柳田 浩一 結城地域青年農業士連絡会 

〃  須藤 一徳 常総市市民生活部長 

欠席委員 

委 員 横田 能洋 茨城 NPO センター・コモンズ常務理事事務局長 

 委員以外の出席者 

常総市長 高杉 徹 

市民協働課 課長 平間 美知子 

〃    副参事兼課長補佐 亀井 光一 

    〃    主査兼係長 渡邊 高之 

    〃    主任 佐内 真由美 

 

【議事次第】 

１ 開 会 

２ 議 事 

市長諮問について 

３ 自由討議 

４ 閉 会 

 

【本文】 

（沼尻会長）みなさんおはようございます。お忙しいところ，市民協働のまちづ

くり推進委員会にご出席いただきまして，本当にありがとうございま

す。今日は，市長さんにもいろいろとお忙しいところご出席いただき
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まして御苦労さまです。まちづくりということで，今年度も何回かご

協議いただくところですが，よろしくお願いいたします。早速ですが

市長さんのご挨拶をいただきたいと思います。 

 

（高杉市長）おはようございます。今日は市民協働のまちづくり推進委員会とい 

うことで，後ほど私の方からこういう形で議論を深めていただきたい

ということで，諮問する予定です。何とか常総市のまちづくりのため

に，いい案が出していただけるように，皆さんのご協力をよろしくお

願いします。 

 

（沼尻会長）それでは議事に入ります。（１）の市長諮問についてです。事務局の 

ほうからご説明よろしくお願いします。 

 

（渡邊係長）市長諮問についてご説明します。常総市市民協働のまちづくり推進 

条例第１３条第１項の規定により平成２６年度末までに意見を求めま 

す。内容につきましては，市長から説明します。 

 

（高杉市長）私の方から，このような視点でまちづくりについて議論していただ

きたい。２つの項目を挙げさせていただきました。 

 

まず基本として，これからの地方自治体のまちづくりの方向性とし

ては，行政側が一方的に決めるのではなく，市民協働の中で議論し，

協働に実行していくことが基本だと思っています。 

 

私から二つの具体的なテーマを挙げさせていただいて，幅広い意見 

     を出していただきたいと思い設定しました。 

一つは現在，常総市の本庁舎建て替えをしています。建物自体は今

年の１０月には完成します。しかし，内部の組織の配置などを含める

と，平成２７年４月１日に完成します。そうすると建物だけが出来る

というだけでなく，これから市役所の持つ機能，市役所の持つ役割も

改革をしていかなければならないと思っています。具体的には，現在，

日曜日の開庁も進めていますし，図書館の開館時間の延長拡大もして

います。 

このような中，ハード面で新しい庁舎が出来るわけですから，ソフ

ト面でも今まで以上に市民サービスが向上できるようにするため，ど

ういう機能を持たせたらよいか，ということで，みなさんが市民の立

場でいろいろな提案をしていただきたい。 
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例えば，市役所の入り口に入って最初に市民課の窓口があります。

その市民課の窓口で，ワンフロアで全ての手続きが出来るような機能

も必要ですし，或いは総合的な相談を受けられるような窓口も必要で

あるし，どんな問題についてでも一応受け答えが出来て，この問題で

あればこの課に行ってください，この問題であれば２階のそこのフロ

アーに行ってください，とそういう市民サービス機能もやはり充実し

なければただ建物が新しくなってもあまり意味がないと思いますの

で，ぜひ新しい庁舎の完成に向けて，その中身，市民サービスが少し

でも向上出来るようにするにはどうしたらいいか。そう言う提案をぜ

ひしていただきたい。 

 

２つ目は，合併して９年目になりますけれども，合併当初，人口が

６万６千人ぐらいだったのが今，６万３千ぐらいに減ってきておりま

す。年々少しずつ少しずつ人口が減少してきております。これはもち

ろん日本人の人口そのものが減ってきている中ですから，全国的な傾

向だと言えばそれまでなのですが，自治体の活力の源は，少しでも人

口が増えていくということにありますから，常総市もまちづくりに力

を入れて，この定住人口を増やしていきたい。 

 

そうするためにはどうしたらいいか。やはり市街地，まちの中心部 

     の活性化という視点が必要であろうと。或いは，市街地の中に一戸建 

ての，ある程度優良な住宅地を建てていくということも必要でしょう。 

アパートではなくて，一戸建てのある程度中高所得者層が住めるよう 

な住宅環境を街の中に作っていくということもこれから必要ですし， 

或いは，街の中や住宅地の中に商業施設を入れていく，郊外に大きな 

商業施設を誘致するのではなくて街の中，あるいは住宅地の中に中小 

でいいからスーパーを誘致するような，要するに買い物難民を作らな 

いそういう方向も必要だと思います。 

 

それから福祉サービス，これも街の中にできるだけ障害を持つ子ど 

もたちの施設，お年寄りのデイサービス，デイケアもできるだけ街の 

中に作っていく，郊外ではなくて。そういう機能を持たせる中で常総 

市全体の定住人口を増やしていくためにはどういう政策が必要なのか。 

 

例えば，医療をより早く受けられるような小児科の夜間休日の充実 

     も必要であろうし，将来的に展望すれば，常総市の中に優良な教育機 

関，大学あるいは中高一貫校なり，教育機関の誘致ということだって 

考えていく必要があるだろうと，そういう全てを含めてどうしたら常
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総市の定住人口を増やすことができるか。若者が住みやすい子育て支

援ができるか。或いは，高齢者がより安心して住むことができるよう

な，そして介の難民を作らないような，そういう政策ができるか。 

 

こういう視点からぜひ定住人口の増加ということに向けて様々な視 

     点からみなさんの議論を深めていただきたい。 

 

この２つをぜひ皆さんの中で討論していただいて１年間かけて，長 

     期的なことも必要ですし，すぐできる短期的なことも必要です。それ 

ぞれに分けてハード面，ソフト面の提案をしていただきたいと思いま 

す。 

 

（沼尻会長）ありがとうございました。ただいま市長さんの方から諮問２点につ 

きましてご説明がございました。 

まず１点目が，新庁舎が出来てからの住民へのサービスの政策です 

ね。 

２点目が，市民の増加，定住者を増やしていくという点です。 

新しい庁舎が出来た時点でのサービス関係は，市民の皆様の意向で 

     ほんとうにこういう風にしたほうがいい，ああいう風にしたほうがい 

いということで進めていくべきだと思うのですが，こういう点につき 

ましてもいろいろご意見をいただきたいので，よろしくお願いいたし 

ます。 

 

（木村委員）元々この条例を作った時の流れとしては，各団体が孤立して動いて 

いるということがあった。この協働の条例を作ることによって，各団

体が協力し，より一層市民を巻き込んでやるということで補助金の査

定もやり，各団体が力をつけるということでやってきた筈です。当然，

市がみなもと補助金を配っているわけで，その時にちゃんと名簿を作

って，その対象者の交流を図ろうということがあったと思うのですが，

現状はどうなっているのでしょうか。 

 

（沼尻会長）事務局の方でお願いします。 

 

（渡邊係長）木村委員が言われたのは登録制度のことですか。 

 

（木村委員）はい。登録制度の登録によって補助金を出す。それで各団体を把 

握し，お互いの利点を生かし，交流してもらい，市民協働に近づける

ということで，この条例の根本はどうなったのかなと。 
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（渡邊係長）現実的には，登録申請されている団体は，今のところ１団体です。 

元気のみなもと補助金は，中身を審査して運営をしています。私たち

も登録制度をもっと進めようと取り組んでいるのですが，登録されて

いない団体にも元気のみなもと補助金が出ているという現状がありま

す。登録しなければ元気のみなもと補助金が出せないというわけでは

ないのです。  

 

（木村委員）最初の時は，登録してからやったのではないですか。活動しない団 

体には補助金をあげない。飲食する総会にだけ使っている団体が今ま

でにあまりにも多いので，市税収入がない中でやるからということで

作ったのではなかったかと思った。根本が揺らいでいると，この協働

の条例を運用しようとしてもできない。今，市長が言ったことを提言

され，いろんな団体でどう協力関係を作って伸ばしていくか。条例を

運用して協働に近づけるという，その根本が崩れていると，結局，普

通のまちづくりの話だけで，私たちあくまで協働を進めるためにどう

したらいいかという市長の提言を受けてやるってことでしょう，それ

をどうするかしないと，ただ今までどおり何十団体何百団体でている

わけですよ。そうすると本当に必要な団体の補助金を切って，わから

ないところに払う，審査しているからちゃんとしていると言われても，

そうするとこの条例を作った根本はどこにあるんだと，これは根本的

な問題です。 

 

何を言いたいかと言うと元々補助金を出すところにちゃんと登録を 

してやるということがあったので，それをベースに考えた場合，その 

登録している団体を如何に活用して拡げていこうか，それが先ほど市 

長があげた諮問１，２に対して，私たちができる手法の一つのアプロ 

ーチの方法かなと思います。２０団体とかあるからそれをどう活用し 

てと言う話をしたほうがいいかなと思ったら，その手前だったのです 

ね。 

 

（渡邊係長）登録制度が運用されていないのです。登録したから団体さんにどう 

いうメリットがあるか，本当は財政支援とか市の業務への参入とか，

団体さんの情報を共有してお互い結び付けようとするのが本来の姿で

す。 

 

（木村委員）そうですよね，情報政策課に言ってそのホームページを立ち上げて， 

専用の活用の場を作ると言ったはずだから。堀越さん。最初からいる
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のは二人だけですから。確かそう言った筈なのですね。当初は。 

 

（堀越委員）はい，そうですね。いろいろあったんじゃないでしょうか。 

 

（渡邊係長）実際は元気のみなもと補助金だけで動いているのです。それと登録 

制度を，登録して，審査しないと元気のみなもと補助金を出せない，

ということはしていないのです。 

 

（木村委員）登録団体を多くして認識を広めようと言ったところはどうするんだ 

ろう，というふうには思っていたんですけれども，実際にちゃんとし

て活動している団体は把握しているのか，この条例を作った根本はそ

こにある。よりいい団体は，より伸ばしてあげようという趣旨で。そ

の人たちが本来行政にも参入して行政サービスの一課を担っていただ

くための補助金であり，この条例だった筈なんだけれども。 

市が今，日曜日開庁，隔週でしたっけ，今やってるのは。やってい

てもでは全部の業務対応できるかといえばほんと一部だけの状態だし。

ただその団体がちゃんと活用してやってる団体であればより増やして

あげるべきな団体もあるし，そういう多少上げてあげて，例えば庁舎

の中に自由なスペースを作ってあげて，親子広場だなんだかんだと各

出先でやってるやつを庁舎の中でやるような団体の委託先にしたりと

かっていうことも考えることが本来は出来る筈だと思うのです。ちゃ

んとした補助金の運用が出来ていれば。そういう団体を認定している

わけだから，というようなことで活用できるようになっていったらい

いのかなーと思って聞こうと思ったらば以上終わっちゃいました。 

 

（堀越委員）補助金受けて運営出来てる団体でなければそういったことはお願い 

できないということなんでしょうか。 

 

（木村委員）いや，お願いできないっていうわけじゃないんだけど，本来この条 

例を作った時に，ちゃんとした活動をしている団体もあればあんまり 

活動していない団体，そらから補助金出してる団体があまりにも多す 

ぎるのでそれを厳正に審査して協働のまちづくりに生かすためにその 

団体により厚く補助金をあげようと。ただ親睦会的な団体には補助金 

はカットしようと言うのが基本にあっての補助金であったのですよね。 

 

（堀越委員）今はたぶん，道半ばと言うか，たぶん途中というか，完璧には運営 

出来てないけれども，それなりに少しずつかたちは向かっている状況

なのかなと。お話し聞いていて思ったんですが。 
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（木村委員）だからその団体を把握していればいいんだけど。 

 

（堀越委員）だからかたちが完璧整っていなくてもそういった方向に向かいなが 

ら市民協働課の方である程度活動している団体というのは把握してい 

ますよね。団体ごとの内容については。 

 

（木村委員）そういう団体を例えば出してもらったりとかいうので，じゃあこう 

いう風に結びつける場を作ってあげたりとか，こういう風に活動して 

もらったりとかして，市の行政にこういう風にやってもらったらとい 

うふうにベースとして出してもらったらいいかなと，出してください 

よという話をしようと思ったらちょっとすいませんでしたという，そ 

ういうことなんですよね。 

 

（堀越委員）そうですね，木村さんおっしゃったように，新しい庁舎の中にそう 

いうボランティアでお子さん連れのお母さんが，託児ではないけれど

も預けて，いろいろ用足しできるような，子ども見てくれる場所があ

ったりするとすごくありがたいだろうなーと思うんですけども，そう

いったことを母親クラブの方だったり誰かお願いする方がいれば，そ

ういう場所があってもいいですよね。 

 

（木村委員）ですよね。そういうふうな団体を出してもらって，討議の場として 

こういうの出来るんじゃないか，と言う提案の基になるかなーと思っ 

たんですけど。 

 

（沼尻会長）庁舎の中に，いわゆるお子さんを預かる施設，保育施設ですね， 

 

（堀越委員）そこまでいかなくてもほんとに１５分でもいいんですけど，例えば 

私なんかもそうなんですけど，窓口来て子どもが首も座ってなかった

り，ベビーカーでやっぱり不自由があったり，抱っこしててもらえれ

ばと。 

 

（木村委員）よくデパートの小さいスペースでね。 

 

（星野委員）お年寄りが，あそこに行きなさい，ここ行きなさいと言われてもわ 

からない時に案内してくれる方が，それは市の職員ではなくてボラン

ティアで十分だと思うのですよね。これも一つのキッカケですよね。 
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（沼尻会長）現在，常総市内ではボランティア活動はだいぶ活発に各地域でやっ 

ておりますよね。 

 

（星野委員）ボランティアさんの数，活動が判れば，これはこういう時にこのボ 

ランティアさんに協力してもらおうと出来るということですよね，木

村さんの言っているのはね。 

 

（木村委員）そうです。そういう団体がどれだけあるか判れば，こういう話す場 

でも，こういうサービスが提供できるのではないかというベースにな

るのではないかと思って。 

 

（沼尻会長）結局今，木村さんがおっしゃっていることは，団体そのもののいろ 

いろの団体の協力を得るということでしょうからね。 

 

（木村委員）それがこの協働の条例で，協力してくれている団体にはより手厚く 

補助金をあげるとか，そういうふうにしておけばもっとね，まあ補助

金が全てではないのでしょうけど，よりよい関係が出来て，より行政

に参加してもらえるんじゃないかなーというふうに思ったのです。 

 

（星野委員）補助金をもらっている団体がいくつあって，そういうのを私たちに 

公表するのは無理なのですか。 

 

（渡邊係長）大丈夫です。 

 

（星野委員）ちなみに今，どのくらい出しているかわかるんですか。何件，何団 

体。 

 

（佐内主任）６１団体です。（＊正確には７１団体です） 

 

（星野委員）市長がさっき言っていた，市民課や何課がどこっていうのはわかっ 

てるわけですよね。 

 

（高杉市長）ハード面ではわかっています。職員の配置はまだ。一か所でワンフ 

ロアで市民サービスが出来るようなハード面はだいたいわかっていま 

す。ただいま言ったように，そうは言ったってお年寄りなんかが来て

迷っちゃう場合だってあるからその時，２階に行きなさいと言ったっ

て案内しないといけないとかそういうケースはでてくると思います。 
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（星野委員）ちなみに前，市民課で，引っ越してきた時，市民課で登録しますね， 

ごみの分別の時は環境課はあっちです，保険はあっちです，年金はあ

っちです，というのが今度一括一階で全部出来るということなんです

ね。 

 

（高杉市長）そうです。学校の手続きも含めて，とにかくワンフロアで一括して， 

入ってきた人，出る人，新たに手続する人が出来るようにハード面で

は 

とりあえずは。 

 

（星野委員）そしたらやっぱり木村さん言うようにボランティアを如何に上手に 

使うかですよね。職員さんの数を減らす意味でも。 

 

（木村委員）じゃなくても職員さん減ってる。 

 

（星野委員）で，こういう補助金制度があるんだったら，もっともっとそういう 

団体が増えてもね。私たちがこういうことやるから，それでは補助金

くださいという逆に提言してもらえますよね。手助けになれば。 

 

（沼尻会長）高齢者なんかは，やっぱり庁舎へ来た場合，とぼとぼしますから。 

 

（平井副会長）具体的なアイディアと，それからどうやってまとめていくかとい 

う方法と今二つ並立しているような，まあどちらやってもいいと思

うのですが，どちらもやっていっていいんですかね。 

 

（木村委員）今日は最初なので，今後，複数回あると思うので，例えば副会長が

言われるように基本的な形を決めて詳細に入るか，並立させるか収拾

がつかなくなる，どっちかがいいって感じですね。 

 

（平井副会長）ええ，方法論的な，組織をどう使うかと言うこと。具体的には，

どっちじゃなきゃいけないということじゃないと思うんですけれど。 

 

（堀越委員）せっかくこれだけの方々集まられていますし，まずはこのどうした

らいいか，アイディアの部分，先ほどほんとに星野さん提案のお年寄

りが来た時に，迷っちゃうから付き添ってあげるというのも一つだと

思うんですけど，そういった具体的アイディアをたくさん出して，ど

の団体があって，何が出来るかっていった方がやりやすいのでは。 
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（星野委員）今の状態では団体がここに出てないから。すぐに出せないでしょう

から。 

 

（木村委員）まあ，とりあえず次回には，今まで３年，４年ぐらいの団体の活動

内容と，団体名まではあれでしょうけど，教えてもらうと，わかりや

すいのです。こういうのができると，次回。 

 

（沼尻会長）事務局の方で補助団体，推進委員会の方へ名簿を公表してもらうと

いうことで，それに基づいてこういうグループについては，こういう

あれをやってもらったらいいんじゃないかという。 

 

（木村委員）例えば，こういう団体が幾つかあれば，こういうのも可能じゃない

か，具体的にほんとやれとは言えないので，今後こういう団体が，例

えば，福祉系の団体が幾つあるから，これだけあればこんなサービス

が出来るんじゃないか，っていう提言でいいわけですよね，もし言う

とすれば。この団体にやれとは言えないわけだから，こういう団体が

いくつもあるからこういうサービスが出来るだろうと。 

例えば，お花とかそういうやっている，花とか作っていますよとか

いう団体があれば市役所の入り口を花で飾ってもらうような活動に協

力してもらえないかと，そういうなことを組み合わせて提言していっ

たらいいんじゃないのかと，何が出来るってわかんないじゃないです

か。 

 

（堀越委員）そうですね，やっぱり私たちこういうふうに集まって，新庁舎に対

してどういう思いで何がどういうことできるんじゃないかとか，自分

たちが行って，市民として行った時に，こういうサービスがあったら

いいなあと言う話も皆さんにしてもらえるといいのかなと思います。 

 

（木村委員）それで，実際に足らないサービスがあって，こうしてくれってこと

が要望だけども，ここは協働でみんなでやろうっていう，参加するの

を推進する会議だから，こういう団体を入れればもっと行政に参加し

てもらえるんじゃないかという次のステップまで行けるでしょ。そう

いうふうにやっていったほうがいいんじゃないのかなと思うのです。

２番目に関しても市民活動とは何かって難しいんだけども，ボランテ

ィアの連携ね。 

 

（星野委員）やっぱりボランティアですよね。まずここの１番も２番もボランテ

ィアを使って活性化するってのが大きな一つにすると進みやすいです
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ね。全面的に市民が使いいいようにするっていうことは，役所の人に

期待しても役所の人は机で限られたものしかできない，それを補助す

るのが市民でありボランティアだっていうことなので，そこから突っ

込んでいった方がここの会もスムースにいくんじゃないでしょうか。 

 

（沼尻会長）今，社会福祉協議会の活動が，常総市内としては活発にやられてい

るわけです。ボランティア関係もみんなそうですよね。行政が手先の，

ほんと枝先の仕事までやるとなると大変なことだから，やはり社会福

祉協議会が枝先の仕事を全部やっているような状態ですよね。だから

やはりボランティアの場合は，社会福祉協議会がやっているのが多い

わけです。ですから福祉サービスについても社会福祉協議会に属して

いるボランティア団体などの皆さんの意見を聞いて協力してもらう方

向で進めていってもいいじゃないかと思います。 

 

（星野委員）それも一つなんですけど，今日は役所を使いいいようにしようとい

うことなので，ここで出して，さっき堀越さんが言ったように，ここ

にいらっしゃる方でまず，どんなサービスが出来るかを出す方法が，

せっかく時間作って来てるわけだからいいと思いますけど。 

 

（堀越委員）星野さんおっしゃた条件でボランティアの団体で出来ることでとい

うベースに基づいてお話をすれば，ただの要望ではなくて，ある程度

具体的に出来ることも出てくるんじゃないかと思うんですが，いろん

なアイディアが。 

 

（沼尻会長）とりあえずその団体，どういった団体があるかということ。 

 

（星野委員）そういうことじゃなくて。 

 

（平井副会長）両方だよね，結局両方やってるんだよ。どうやってまとめていく

かと，具体的なことがあったらどんどん言ってくれと。両方で煮詰め

ていけばいいのではないでしょうか，きっといい案出てきますよ。 

 

（星野委員）私はちょっとごみをやっているので，ごみの分別ってのが今，環境

センターで検討委員会やっているんですけど，プラスチックとかビン

とか，例えば一つの例としますね。そうすると引越してきた人は日本

全部が同じやり方ならいいんですけど，全部違いますよね。常総市だ

って違うんですから。 

まず引越して来たら環境課でボランティアとしてごみはこういうふ
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うに出せますよって言うのは，たぶんボランティアで出来る範囲だと

思うんですね。それでもわかんなかったら常総環境センターで，一般

で見学できるから，そちらで勉強してもいいですよって，そこはボラ

ンティアで出来る。 

例えば野菜作ってるとか，青年会議所の方なんかも，自分たちはこ

ういうことだったら出来るっていうふうに，一つずつ出していくと出

で来るんじゃないでしょうか。社協の方もいらっしゃるし，社協では

こういうボランティアがあるから，こういうところではこんな提供が

できるとか言えるんじゃないでしょうか。 

例えば，私は今，ごみのこと，お年寄りのこと，気が付いたので言

ったんですが，まだ話をしていると出そうな気がします。お母さんた

ち，若いお母さんたち困ってることあるよね，困ってること言っても

いいんだよ。 

 

（横島委員）母親クラブとして困っていることですか。 

（星野委員）そうじゃなくて市役所に来て困っていること。 

 

（木村委員）母親クラブは補助金切られて困っているんだよね 

 

（横島委員）そうなんです，補助金に一番困っているんです。 

 

（星野委員）ボランティア活動して，補助金いっぱいもらうようにしたらいいと

思うよ。 

 

（横島委員）市のことに関しては私，６，７年前にこちらに引越してきたんです

けども，やっぱり手続きの時に３歳と１歳を抱えて私一人で平日来て，

確か水道代を払ってないから，支払いに行ってくれって通知が来て，

市役所行ったら， 

「あっここじゃないよ。でっかいこういうのあるところ。２９４沿い

のあっちだから，あっちあっち」 

えっ，て感じで本当に辛くて，乗せて締めて向き変えて，降ろす時も。 

 

（堀越委員）車の乗り降りだけでも大変ですよね。 

 

（星野委員）そういう時，支払いは一か所で。 

 

（高杉市長）あれ，水道代の支払いのことで。 

 



13 

 

（平間課長）水道代の支払いは出来ます。会計課で出来るはずです。 

 

（高杉市長）そのへんなんだよ。せっかくの総合窓口があって，その時お金の支

払いだったらそこの会計課で出来ますよって言えば，それで解決出来

るんだけど。わざわざ水道課まで。 

 

（星野委員）総合窓口が今度あるのですか。 

 

（高杉市長）だから，いや，そういうのをできないかと。 

 

（星野委員）それは市の職員さんでないと，プロだから。 

 

（高杉市長）それは言います。つけます。 

例えば，そうすればすぐ解決できるのに相野谷まで行かなくちゃなら 

ないとか，さっき堀越さんが言ったように，２人のお子さん抱えてい 

るんだけど，３分間ぐらいでも誰か預かってくれればね。手続できる 

から。 

 

（星野委員）引越してきた人は，こことここ行くんだけど，ちゃんと順路を行け

るようにして，もう１時間くらいで全部手続終わって帰れるくらいの

システムにしていただきたい。それはプロの役所の人の仕事。そうじ

ゃなくて赤ちゃんをちょっと見てるとか。 

 

（高杉市長）そうだな，３０分とか１時間でもね。そこで一時預かりだね。 

 

（沼尻会長）お子さん預かる場合，まあー３０分でも１時間でもね，あの場合，

保健師の何か必要になってくるんですか。 

 

（星野委員）いや，だから，遊ばせるんじゃなくて，お母さんの傍で見ていれば

いいんですよ。こちらの個別の部屋に連れて行くとかだと資格だとか

保険だとかあるけど，ボランティアがやる。病院でもそうですよ，今，

病院はボランティアさんが総合受付にいるから助かる。おばちゃんと

かおじちゃんとかいるでしょ。書いてるとき，ねえねえって遊んでく

れるだけでいいわけ。 

 

（横島委員）一緒についてきて，子どもを抱っこしてくれる人が欲しい。物を書

くとき，ちょっと待って，ちょっと待ってってあやしながら急いで書

くみたいな。 
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（堀越委員）ちょっと抱っこしてくれるだけでいいんですよね。 

 

（星野委員）それはお年寄りも同じだよね。書けないから代筆する。ヘルパーが

付いてければいいんだけど，選挙以外は書けますから，選挙は書いち

ゃいけないってことだけど，選挙以外は書けますから，そういう時に

ちょっとこう補助する人，それが一番必要ですよね。主婦はね。 

 

（高杉市長）そうだね，それはいい，すごくありがたい。 

 

（星野委員）ここの男性は何か。新鮮な野菜を窓口へ置いてよ。買いたいんだけ

ど買えないんだから。 

 

（高杉市長）いやいや，そういうのもいいかもわからないよね。 

 

（堀越委員）市役所で売店は置いちゃまずいんですか。 

 

（高杉市長）あれは，売店はだめなんだったか。 

 

（平間課長）売店は，許可なくてはだめです。 

 

（堀越委員）１階に，いつも思うんですけど，入り口のところで味噌とかいろん

な名産品の見本はあるんですけど，実物売ってないから。 

 

（高杉市長）あれは置いてあるだけだから，あれでは意味ないよね，市民課のフ

ロアーで買えるとかね。 

 

（堀越委員）市役所にアンテナショップ的に置いて，もっとＰＲする。プラス職

員の人がちょっとしたもの買えるとか，そういう場所あってもいいか

なーと思ったりするんですけど。 

 

（星野委員）あったよね，パン屋さん，前入ってましたよね。 

 

（平間課長）あれは人事課の方で許可を出して，お昼休みだけ前はやってたんで

すよね。 

 

（星野委員）じゃあ，そういう方法もあるんだね。それも一つだね。 
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（高杉市長）要望は出していいと思うんだよ。だって今やれなくたって改正すれ

ばやれるのか，わらないもの。 

 

（星野委員）その時，作る人は売れないけど，物は出してくれたら，売り子さん

のボランティアを頼むとか。それだってあるものね。 

 

（柳田委員）はい，そうですね。 

 

（星野委員）市役所来て，用足しして野菜買ってく。 

 

（沼尻会長）市役所に来て，用足しして，買って行ければなあ。 

 

（星野委員）以前，パン屋さんあった時，よかったな。お昼ごはん。今狭くなっ

たからですかね，やってないのは。 

 

（高杉市長）あれはなんで，今はやってないのですか。 

 

（平間課長）お昼休み，どうしても職員が多くなってしまって，職員がお昼休み

前から，５分前とか，あとは逆に１３時過ぎてもずっとお店の前にい

るとか，ちょっとまずいということで。 

 

（星野委員）それって職員さんのためのお店じゃないから，お昼休みって限定し

なくていいんじゃないですか。 

 

（平間課長）一般市民の人，窓口とか，そういうところに用事があってきた人の

ためのそういうもの，ということで，また別の角度でやるのはまた，

それは。 

 

（柳田委員）近くの人はいいですけどね，持ってくるのは，堀越さんとかが持っ

てきてくれればいい。 

 

（木村委員）一時，石下のお城の所でも物産で出したんですけども，長期的には

赤字になって辞めざるを得なかった，結局ね。ですから主体が誰かっ

ていう，なかなかねえ，みんなボランティアでやってくれればいいん

だけど。ボランティアでやれればね。 

 

（星野委員）でも，今日は出す場所だから，どんどん意見出す場所だから，べつ

にボツとか○とか×とか決めるわけじゃないから，どんどん出した方
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がいいんじゃないですか。 

 

（沼尻会長）意見はどんどん出してもらって。 

 

（須藤委員）会長，ちょっとよろしいでしょうか。私，市民生活部長の須藤と申

します。この中で行政は私だけなんですが，ちょっとずれるかもしれ

ないんですが，市長から諮問されて，今日は第１回目ということです

ので，どのようにこの諮問についてまとめ上げていくかというような

大枠の筋をまず作っていただいた方が形にいくのにはいいと思います。 

委員さんから，いろいろな意見を出していただくのはすごくわかる

んですけども，まず最初に，一番最後が年度末だと思うのです。その

年度末にある一定の回答書と言うことで上げるとなりますと，何回催

して，で，もっと具体的に言いますと，このメンバーだけで意見を出

し合うのか。この条例見ますと，条例施行規則見ますと，部会設置と

いうのがあるんですね。その部会設置というのは，このメンバーだけ

じゃなくて実際に協議をし合うメンバーを別の部会に置くと。もっと

具体的に言いますと，皆さん各団体からだと思うのですが，この諮問

を受けて団体に落として，で，その団体から具体的にけんけんがくが

く言い合いたいというメンバーを募って別の会合を持ってやりあうと，

それが何人かはまだそれも色々です。そういう部会を持って協議して

いく方法もある。このメンバーでずっとやっていく方法もあります。

ですからそういう大枠をまず作っていただいてからがいいかと思いま

す。 

皆さんで意見言い合うのは非常に貴重なご意見だと思うのですが，

まずこの一年間のスパンで考えていただいて，どういうスケジュール

で，どういう方向で最終的な文面でまとめぬいていくかをまず，これ

をご協議１回目ですので，この大枠を作っていただいて次回に進めて

いただければ，どうしても行政なんでその辺を先に考えてしまったん

ですけどもいかがでしょうか。 

まず意見言っていただくのも大変なんですが，このスケジュールを

まず作っていただいた方がいいかなと思うんです。お願いします。 

 

（沼尻会長）先ほど，木村さんの方からも，当初出ていたけども，やはり団体，

協力団体，そういう人の意見を聞くにも，団体の代表者の，部会を作

るってことでもいいんじゃないかと思うんです。どっちにしてもやは

り幅広い意見を聴取しなくちゃならないと思うんです。それにはやは

り団体ですね，団体の人たちの代表者の方々の部会も作って，話し合

っていくと。そうでないと，これ１回や２回で意見まとまる問題じゃ
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ないと思いますので，何回かやはり協議していかなくちゃならないと

思うのです。これもやはり時期ってのがあるから，先ほど事務局，こ

ちらの方が言われましたように，どういうふうにするかという一つの

方向を，今日決められればね。 

 

（平井副会長）本来なら市民の一人ひとりにアンケート取ってどういうサービス

を求めるかっていうことを聞ければ一番いいんだろうけど，いろんな

意味で難しいよね。ですから，それらは，木村さんがおっしゃったよ

うに，いろんなグループですかね，それに落として２番も一緒にやれ

るような気がしないでもないんですけど，その市の活性化のためには

どうするか，ということも含めて，何か意見を聞いたり，希望，ある

いは逆に市民として何が出来るかってこともありますよね。今，そう

いう意見をまとめていくという。団体と言うのはこの皆さんはそれぞ

れの代表ですよね。皆さんのもとに幾つかあるんですか，また団体が。 

 

（星野委員）女性団体はありますけども。 

 

（平井副会長）ピラミッドのようになっていて吸い上げてくるとか，こちらから

お願いできるとか。 

 

（堀越委員）今日は今，部長言ったようにあれですよね。 

 

（須藤委員）この委員会は，事務局の予定で何回かは私もあれなんですけども，

今後どういうふうなスケジュールで，この会合を持っていくかによると

思うんですけど。 

 

（星野委員）前の時は報告だけでしたものね。 

 

（木村委員）そうでしたね。 

 

（須藤委員）通常ですと年に数える程しかないと思うのです。 

 

（星野委員）今回はもう，マメにこれが出来るまで，来年までに，この会でまと

めなくちゃいけないんであったら折角のチャンスだし。 

 

（須藤委員）相当の回数をやらなくちゃいけないと思うんです。 

     

（木村委員）以前，条例の時には全体会が４回か５回で実際策定の部会があって
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毎月やってたんですか。俺，行ってないから。委員は，策定の方やっ

てなかったので。 

 

（須藤委員）ですからその策定が必要で，この会はそれだけやれるかどうかなん

です。 

 

（木村委員）その時は全体は４回ぐらい，報告を受けて質問してそれで集約して，

もう１回も見直しという作業で，条例だから非常にいろんな厳しい，

いろんな他のしばりもあったらしく，法律とか。だから結構やったみ

たいですよね。 

 

（須藤委員）木村さん言われたように，そのおおもとがこの推進委員会であって，

実際のその細かい要望だとか，意見を出し合うのが部会の中でなんで

す。その部会に委員さんが入ることはダメではないわけなんです。そ

ちらに参加していただいても結構ですし，全員が全員これでやってい

くわけじゃなくて。 

 

（星野委員）でも部会を作るほどのあれじゃなくて，この２つに対してやるんで

すよね，私たち。 

 

（木村委員）どこまでの諮問なのかですよ。 

 

（堀越委員）私は２回ぐらいで決めちゃう話かと思ってすいません。１年間，今

年度かけて答申を出すというかたち。 

 

（星野委員）何かをやらなくちゃいけないということ。 

 

（木村委員）じゃなくて，こういうことをやれたらいいんじゃないか，諮問だか

ら。 

 

（堀越委員）今年度で１年間かけてって言うことですか。 

 

（木村委員）具体的に，これとこれをこれじゃなくて，別に方向性として行政窓

口のサービスの，大枠はね，一つはボランティアを活用した補助，で

一個例えばね，ここで終わりにしちゃえばこれで諮問はいいわけです

よ。ただそれだけでは面白くはないだろうから，こういう団体もある

ので，こういうふうな下の段階，例えば窓口子どもの場合，お年寄り

の場合とか，またその下へ下げるか，その下に今度は具体的に何名づ
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つとかやるのか，やり方決め方ってあるでしょ。この委員会では，今

言ったように，ボランティアを活用した行政サービスで窓口でこうい

うサービスができますか，ってことだけでやめましょうといえばおそ

らく名簿出してもらって，それを見てやれば１回２回でこんなこと出

来るよねって終わるような気がするんですよね。 

２番に関して，これ非常にどこまで言えるかわかんないんだけども，

同じような形で２回ぐらい考えましょうと。年間４回ぐらいでまとめ

るような方向にしようとか，いやいや２回しか集まりたくないから，

次出してもらった中で一時間ずつの討論で決めちゃいましょうと，い

うことでもいいわけですよね。ただ，市長がどこまで求めるかなんで

すけれども。 

 

（星野委員）どこまでやるかはこの会議で決めればいいんですか。 

 

（木村委員）そうですそうです。そこまで具体的にまでしなくてもいいのかなあ

って思っているのだけれど。 

 

（星野委員）それじゃ面白くないよね。決めたからにはやる。 

 

（木村委員）じゃそのなかで例えばとりあえず今４月ですから年４回として，３

か月に一回として７月にやって，で１０月にやりました。３月まで時

間あるので大体出たんだけれどももうちょっとこの辺掘り下げると面

白いのでっていったら下げるとか，そういうふうに考えてもいいんじ

ゃないかな。いきなり下げようと言ってもまだどこまでどうだってい

う案が出ないからそこまではやらないでとりあえず，２回ぐらい１回

ごとに１番は１回，２番は１回やってみて具体的にこんなのがあるよ

ねっていうのを考えといて，その間にちょっとすいませんが事務局に

はあれだけれども資料を出してもらってそれでもうちょっと下げられ

るとこまで下げてみようかっていうやり方もあるんじゃないかなあ。 

 

（星野委員）私なんか４月にやるからここで何か具体的にもう走り出すのかと思

ったので。そうじゃないんですね。 

 

（木村委員）僕らがここで活動するわけではないので。そんな感じでいいんです

よね，きっと。だから先ほど補助金の件を話しましたけども，そのや

つで来てない団体も実はあるわけですよね，いろんな団体，市役所か

ら上がった名簿以外も皆さん知ってる団体あるだろうからそれを念頭

に置いてこういうふうな市民参加のサービスを出来るんじゃないかと
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かいうのを次回じゃあ１番で話しましょうっていうふうな４回やるの

かいや３回でいいとか，いうことをまとめてくればいいんですよね，

きっとね，とりあえず回数決めればそれに内容が準じてやれる内容っ

て決まってくると思うんですけれども。 

 

（平井副会長）確かに。 

 

（木村委員）いきなり毎月やりましょうと言ってもみんなうーってなるから，会

長，全部で４回ぐらいでいいんじゃないですか。 

 

（沼尻会長）まあ１回２回じゃこれまとまらないからね，４回とか５回とかね，

そこらを目途に協議していかなくちゃならないと思うんですよね。 

 

（木村委員）まあやってみて，足らないようであれば，皆さんの総意で増やすな

り減らすなり，その時点で決めればいいんじゃないですかね，一応。

目標としては４か５かわからないですが何回，まあこれぐらいを目安

にやりましょうということでやってた途中で３回でいいよってなるか

もしれないですし，６回にしようよってなるかもしれないですし。 

 

（沼尻会長）その辺の協議の回数については，みなさんの意見が４回なり，５回

なりと言うことですから，事務的に検討してもらって，結局このまち

づくり推進委員会の会議だけじゃなくて，他の団体の意見を聞くため

にもそういう絡みもあるらね。そこらも含めてひとつお願いします。

何回かやらなくちゃならないからねえ，３月末までに来年の答えを出

していかなくちゃならないわけですから。 

どうですか，これからこの市長さんの諮問についての協議なんです

が，まあ今日ここでいろいろ意見まとめていくというわけにもいかな

いから，今後何回かやって協議していくということで，これも市民の

皆さんの各団体のほうの意見もお伺いしながらまとめていくというこ

とですので，これから会議は４回なり５回なりやんなくちゃならない

ことになると思うのですが，その点は事務局のほうでいろいろ検討し

てもらう。ということでどうでしょうか。 

 

（平井副会長）異議なし。 

 

（須藤委員）それで一つ念を押すようであれなんですが，あくまでも協議はこの

メンバーでやるということでよろしいでしょうか。 
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（堀越委員）部会を作るか作らないかということでしょうか。そこを決めたほう

がいいと。 

 

（須藤委員）そうです。堀越委員言うように，部会というのはまた別の下部組織

って言ったら悪い言い方ですけれども降ろすんですよね。 

 

（木村委員）すみません，部会まで作らなくても確かこの会議は公開でやってる

はずなんですよね，やってるからそこに参加してもらうぶんには意見

を言ってはいけないという決まりはないので，確か，ないですね。 

 

（須藤委員）部会は置いても置かなくても大丈夫です。 

 

（木村委員）そうなんですよね。だから部会まで作ると大変だと思いますよ。 

 

（須藤委員）それをまずどうかなあと。それは皆さんのあれですから。 

 

（木村委員）もともと公開で，市民の方がもし開けといて見に来ても，全然って

いう会だから。秘密会じゃないから。いいはずですよね。 

 

（沼尻会長）部会設定してとなると，またいろいろね，回数も。 

 

（須藤委員）確かに部会を作りますと，その部会のメンバーをどう選ぶかという

ことがまず難しいことなんですよ。それも公開で選ぶですとか，団体

から選出してもらうとかね，それも一苦労といえば一苦労なんです。

ですからまあただそっちにやっていただければ自由にというか動きは

もっと簡単にできますので，自由な時に集まってやれるから回数も増

えます。それは活動的にはなると思います。ただ，難しい面もあると

思います。人数も増えるし。 

 

（星野委員）もうちょっと具体的に何かをやるとか，方向が無いと，部会を作っ

てもバラバラになっちゃうと思うのですよね，今絞ってるのが大体似

ているので，そんなに大きく部に分けてってのは，今の段階はね，１

回２回やって３回目あたりにちょっと広げましょうってなると，部会

とか必要かもわかんないけど，今の段階では必要ないような気もしま

すけど。 

 

（須藤委員）それで先ほど木村さんが言われたように，他の団体の情報なんか上

げて，もしあれの時は来ていただいて。  
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（木村委員）会則上，問題なかったですね。 

 

（須藤委員）各団体から意見は聞けるかなと思います。ただこのメンバーでやる

のが主流だという確認で。それは皆さんのご意見で。 

 

（沼尻会長）まあいろいろの幅広い，とにかく意見も聞かなくちゃなんないから

ね，そのためにはやはり各種団体の，そういう意見も徴集しなくちゃ

なんないからね。 

 

（木村委員）必要な時に，会長が出て来てくれって会議に参加させることは全然

問題はないから，決議権は無いけどオブザーバーとしての参加は大丈

夫なんですよね確か。 

 

（沼尻会長）そういうことでよろしいですか。これから事務局の方で設定してい

ただきますから。会議の回数はね。 

 

（渡邊係長）会長すいません，会議の回数って大体３ヶ月に１回ぐらいを設定す

ればいいですか，それで次回は補助金を受けてる団体の名簿を。 

 

（木村委員）補助金を受けてるって言うか，まあ過去でもいいので，あくまでそ

の団体云々というわけではないけれども，こういう団体があれば，活

動内容がわかれば，いろんなサービスをどういうことが出来るかの参

考になるかなって思って。団体名は伏せといてもらって，こういうふ

うな団体があるので，こういうサービスが出来るのかって，こういう

行政サービスが出来るっていう参考資料になればってつもりで言った

んですけど。 

 

（渡邊係長）だから補助金を受けてる団体とは限らないで，活動している，把握

している団体を。 

 

（星野委員）あとすいません。２番の活性化についてですけど，あそこの広場あ

りますよね。あそこは今，普段は何か使っているんですか。このあい

だ，千姫まつりは，すっごい賑やかで，そこの会場使えたけど普段は

別に使ってないんですよね，使ってないんですか，もったいないね。 

 

（高杉市長）例えばこの中でその問題も提案していただいていいと思いますよ。

より活性化する，より使い勝手が良くするのにはどうしたらいいか，
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ということも当然出てくると思いますし，具体的なこともどんどん言

っていただいていいですよね。市民の広場の有効活用についてね。こ

れも大事な市街地活性化のひとつですから。 

 

（星野委員）全然関係ないようなこと聞いていいでしょうか。 

前プラザあったあの跡地は更地なんですけども，あの情報ってのは何

かあるんですか。 

 

（高杉市長）それは商業施設が入ってくることが１月に確定をして，８月ぐらい

に着工に入るっていう報告は来ています。もちろん。 

 

（星野委員）それはどこかってのはまだ。 

 

（高杉市長）いえ，まあ，まあ判ってはいるんですけど，まだ名前は言わないで 

くれってことなんで。 

 

（星野委員）商業施設ってことはスーパー。 

 

（高杉市長）そうです，そうです。 

 

（堀越委員）すいません，じゃあの確認なんですけど，今回部会は置かないとい

うことで，今後３回程度ですか，４回ですか。 

 

（沼尻会長）４回，３ヶ月に一辺でどうかってことなのですけど。 

 

（堀越委員）次回までに何するとか，部会置かないということで，なるべくより

多くの考えを集約するのに，それぞれが自分の団体にこの話を持ち帰

って，会が集まったときに聞いて，会員にその内容を振ってですね，

いろんな考えなり何なり集めて持って来るっていう作業も必要だと思

うんですけど，いつ頃やるとか。 

 

（沼尻会長）これは今，事務局の方からお話があったところなのですが，次回の

会議の時に，一応，各種団体，補助団体，それ以外の団体についての

名簿を一応提出すると。だからその会議の時にご意見があればそれは

いっしょに出してもらって。 

 

（堀越委員）随時。 
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（須藤委員）でも，やはり回数は限られていますので，実質あと２回ぐらいしか

協議は出来ないかもしれません。そうしますと，もう次回その次，こ

れがメインになると思いますので，早速次回には各委員さんから，堀

越委員さんが言われたように，少なくとも，自分の団体に降ろしてい

ただいて，幅広く要望なりを吸い上げていただいて，その中でああい

う団体も聞いたことあるのだけど，というような時は，次回に上げて

いただいて事務局に通していただいて，そこから上げていただいて，

そうすればもっと広がるかも。 

ですから，まずは皆様にはあの団体に戻っていただいて吸い上げて

いただくってのが，次回の出していただくってのが一番かなと思いま

す。それが一番意見が集まるかなと思います。具体的には，次回は活

発にお願いしたいと思います。 

 

（中山委員）すいません，私は社協関係で代表で出てきていますので，今日は一

番多いと思いますし，具体的にどういうことを新庁舎に対する要望と

具体的に項目を出してもらって，皆さんに聞いた方がいいかと思うん

ですが，この第１の新庁舎完成に向けての要望と，２番の市街地活性

化にすれば福祉サービスどういう要望がありますか，という項目を具

体的にあげてもらうと助かるんですけど，そこまで決めなくていいで

すか。 

 

（須藤委員）そうなりますと，この会議だけでは終わらないと，回数が増えてし

まうのですけど。 

 

（堀越委員）これはこのまま振っていただいて，その人なりの自由な考えでいろ

んな視点からいろんなアイディアを出す。 

 

（中山委員）あの，理解できない人も出てきます。 

 

（木村委員）何をやってくれってじゃなくて，こういうことがあったらいいな。

こういうふうになったらいいなだから。なので，具体的にこれから下

げると，きっと，縛ることになっちゃうと思うのです。理解できる人

だけでいいでしょと。 

 

（堀越委員）先ほどのお話，星野さんがおっしゃったような，例えば，あるボラ

ンティアの人が付き添いしたり，赤ちゃんをちょっと脇で抱っこした

りとか，そういったことでも出来るわけですよ。 
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（中山委員）みんなの団体に広めるのもいい方法ですよね。みんなの意見をそう

すれば吸い上げることになりますし。 

 

（沼尻会長）だから結局あれでしょ，それ市民サービスの向上を図るのにはそれ

ぞれの考えみんな持っていると思うのですよ。みんなね。それを出し

てもらうと，いうふうでいいんじゃないですか。 

 

（中山委員）それでは，私の知っている範囲で，各団体の長にこれをそっくり降

ろして聞いて，聞くぐらいでいいのですか。 

 

（須藤委員）それでいいと思います。私はそれでいいと思います。各個人，団体

のそれは解釈の自由ですので，ですからある団体とすれば，本当の市

に対する要望だけ出るかもわかりません。 

ただこれ要望だけじゃないんですけど，これからどうして良くして

行きましょうということをみんなで考えてくださいということですの

で，要望だけ挙げられてもこちら側としても出来ませんし，それは出

来ることだけ行政側としますと，いい点があったらやっていきましょ

うということになりますので，ですからそれも一部なんで，全部ひっ

くるめて皆さんから行政だけの堅い頭だけだと提案固まってますので，

皆様から広く考えを吸い上げたいという意図なんです。ですから，こ

ういう観点があったんだなっていうのが出てくる可能性があるんです

よね。 

 

（木村委員）市役所からすれば，クレームが，俺らからするとそれが活用になっ

て，こういう団体と一緒にやればとかなればいいわけだから。 

 

（須藤委員）ですから，うちの方もクレームが上がるのは覚悟していますけれど

も，クレームはクレームとして置いといて。 

 

（沼尻会長）まあそれぞれの考えがあると思うのですよ，だからそれを持ち寄っ

てもらうということで。 

 

（星野委員）全部の団体に聞き取りするのはねえ，ちょっと。 

 

（須藤委員）だからその辺は皆さんにお任せしますよ。私が言ったらあれですけ

ど。私，事務局ではないですけど。 

 

（高杉市長）やりいい方法でいいですよ，団体によって性格が違うから。 
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（星野委員）総会でもあった時，聞けばいいんだよ。 

 

（堀越委員）全員参加でないので，来た人にだけにこれ配って。 

 

（高杉市長）例えば，社協だったら障害者のグループなんかがあるじゃないです

か，障害を持った方が来た時，入りやすい，あるいは来た時になんか

手助けがほしいとか，そういうのでいいんですよ。本当に。 

外国の方であれば日本人以外も多い訳だから，市民課にポルトガル

語が出来る人をもう少し欲しいとか，通訳が欲しいとか，そういうん

でいいんですよ，それぞれの立場で来た時に困っていることとか，或

いはもう少しケアを充実させて欲しい，それぞれの立場でいいと思う

んです，１について言えばね。あるいは２について言えば，例えば市

民の広場が折角あるのに，あそこで毎週，例えば新鮮な朝市やれます

よとか，うちの団体なら，あるいは軽トラ市なんかやれますよとか，

そういうんでもいいし，そういう要望でもいいですよ。 

 

（須藤委員）要望はどんどん出していただいて，あれだとおもうのですが，プラ

ス，その具体的な建設的だとありがたいと思うのですが。 

 

（高杉市長）あるいは長期的な提言でもいいしね，常総市に市民会館造れとか，

あるいは大学引っ張ってこいとか，そういうんでいいんですよ。そう

いう実現できるかどうかは別にして要望もいいんですよ。大きい要望

でも，やれるやれないは別にして。 

 

（沼尻会長）今，石下の福祉センター，あそこはあれですよ，高齢者は，ふれあ

いタクシー，あれ水海道地区のほうからも結構来てますよ。常総市内

は往復５００円だから片道２５０円だから。 

市長さんの諮問につきましては，これから２７年の３月中旬あたり

までに，だいたい結論出さなくちゃならないということなので，３ヶ

月に一度程度，会議を開催するということで。 

 

（沼尻会長）次の自由討議なのですが。 

 

（渡邊係長）はい，自由討議に入る前に１点決めていただきたいものがありまし

て，先ほど，木村さんからも言われたんですけれども，この会議は公

開できるという話なんです。 

前回，昨年，会議の最後に，次の会議から公開することにしましょ 
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うと決めました。ですけれども公開と言っても細かいところをどうし 

たらいいか，というところを決めてなかったので，今回は公開はして 

おりません。 

例規上どういうふうになっているかというと，このペーパーの下の 

黒く染まっているところを見ていただきたいのですが，会議は公開す

るものとする，ただし次の各号のいずれかに該当する場合は会議の全

部又は一部を公開しない，と言うことで，基本的には会議は公開する

んだけども支障があれば公開しなくていい。という内容になっていま

す。ここで，公開しなくてもいいものの３番に，会議を公開すること

により，公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合，

こういう場合は公開しなくていいというふうになっています。それか

らその下なのですが，会議を開催しようとするときは，あらかじめ次

に掲げる事項を公表するものとする。と言うことで会議をやるときは

事前に公表してください，しなければなりませんよという決まりにな

っています。細かいところと言うのはどういうところかと言うと，上

に１番から４番まで書いた内容です。これはあくまで事務局側の案で

すので，いやそんなことはない。もっとこうした方がいい。というよ

うな意見をいただければと思います。 

まず，公開と言っても会議は傍聴できることとする。ですから，公

開するのであればだれでも聞けるようにしないと公開ではない。これ

は先ほど木村さんが言われたことなんですが，そういうふうに誰でも

傍聴できるようにしましょうと。   

次に２番目で傍聴人数は会場に合わせた人数とする。としてそんな

に何人もは入れないので，例えば，ここで会議をやるのであれば５，

６人とか１０人以下だと思うんですけども，その方がその後側の椅子

に座ることになると思います。  

それから資料をお配りしていますが，それは傍聴人の人には配布し

ないことにしましょう。 

さらに４番ですが，会議録をこれ作ります。この会議のあと，それ

は市のホームページ上に文書に起こして速やかに公開しましょう。そ

の際は配布資料は公開しない。というような案を作ってみたのですが，

その辺のことについて皆さんでご協議いただきたいのですがよろしく

お願いいたします。 

 

（沼尻会長）ただいま事務局のほうから委員会公開についての確認事項というこ

とで，ご説明をいただいたところでございますが，ご意見等ございま

したら，よろしくお願いいたします。 
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（渡邊係長）参考までに，例えば木村さんが言われたように，傍聴できるけど，

発言もしてもいいよとするのか，発言するのは特定の人を入れたとき

に発言するのか，それから通常例えば議会などでは，傍聴している人

は発言は出来ないことになっています。その辺は規則上は何も決まっ

ていないのです。その辺を整理したいかなというのはあります。 

 

（木村委員）いいですか，傍聴の件なんですけど，傍聴の手続き，それは条例で

議会と準じなくちゃいけないのかなと思います。あと発言なんですけ

ど，無作為に来て，登録した人に発言を認めちゃうと会議自体，おそ

らく収拾がつかないので,傍聴ではなく会として参考なりなんなり意

見を聞きたいとして呼んだ方の発言は認めるけど一般の傍聴としてた

だ来た方の発言は認めたならば大変なことになるので認めない方がい

いと思います。 

 

（須藤委員）私もそう思います。ですから意見を求めるのは，参考人というか，

会長が認めた方のみ限定したほうがいいのかなと私も思います。 

 

（堀越委員）私もそう思います。傍聴人は傍聴のみということで，よろしいので

はないでしょうか。 

 

（渡邊係長）次回の第２回目からホームページ上にいついつにこういう会議をや

ります。傍聴聞きたい人は聞きに来てください。と告知しますので，

それで自由に入って，基本的に傍聴の手続きは議会の手続きと同じに

したいと思っていますので。その周りに座ってもらって聞いてもらう

という形をとるということでよろしいでしょうか。 

 

（沼尻会長）はい 

 

（須藤委員）会場はどうします。 

 

（渡邊係長）基本的にこの部屋を使おうと思っているんですけど。 

 

（須藤委員）ここだと傍聴，もう，ほんとうに限られます。 

 

（渡邊係長）そうすると今，椅子が置いてある周り，ぐるっとこう聞く人が座る

という。 

 

（沼尻会長）まあ，人員はある程度ね。 
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（須藤委員）ただ市民協働のこういう試みというのは，それほど機会はないので，

来てほしいと言っても変なんですけど，そういう来たいというか関心

持ってもらいたいというのもあるから，ひょっとしたら多いのかなと

思ったり，全然なのかな，ちょっとわからないですけど，多い場合に

はちょっとこの部屋では対応できないかなと思ったんですが，今，庁

舎も造っているところなので場所もないんですよ。 

 

（渡邊係長）最大入れても１０人入るか入んないかだと思うんですけども。 

 

（須藤委員）まあ２回目はそれでやって，その意向で次回は考えるということで。 

 

（堀越委員）様子見ながらで。 

 

（渡邊係長）告知する時は１０人以内とか，そういうふうには言わなくちゃなら

ないと思うんですけど。 

 

（木村委員）１０人程度しか入れないでしょ。入れる人数でいいんじゃないです

か。 

 

（渡邊係長）わかりました。ありがとうございます。 

 

（渡邊係長）それでは自由討議に移りたいと思うのですが，私のほうから最初お

話します。 

今回，自由討議というコーナーを設けました。委員さんの中で市民

活動されている委員さんが何人も参加されていますけれども，その活

動事例などを発表していただいて，自由に議論するような場を設けて

みました。 

第１回目はネットワーカー常総の堀越さんと NPO コムニダージの小

椋さんにお願いしてあります。堀越さんのほうから５，６分程度です

かね，お願いできればと思います。 

 

（堀越委員）ネットワーカー常総の堀越です。お世話になっております。では事

例発表ということで，本日お手元にお配りいたしました資料，こちら

ネットワーカー常総市になっているんですけど，すいません間違いで，

ネットワーカー常総が正い名称となります。 

こちら総会の資料となっていますが，このあいだ３月に行った資料

で，表紙の写真を見ていただきたいと思いましてコピーしました。 
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これは毎年，ふるさとまつりにおいて，秋の石下のお城の近くのお

祭りですね，この時に私たちの団体で軽トラック市を開催しておりま

す。これも私たちの団体のメインの事業なんですけども，軽トラック

の荷台がお店に早変わりということで，何を持ってきて売ってもいい

ですよ。ということで，フリーマーケット的にお家にあったものを持

ってくる方ですとか，あとは農産物持ってきてくださったり，あとは

コーヒー屋さんにお願いしてコーヒーを売っていただいたり，挽きた

ての豆でコーヒーを入れていただいたり，いろいろなお店をやってい

ただいております。結構，好評いただいておりまして，本年度もお店

の数を増やしてですね，頑張りたいと思っております。 

売り上げのほうは，参加者の方には参加費，いろいろと準備もあり

ますので，いただいているんですけども，売り上げの半分を社協のほ

うに寄付させていただいております。 

続きまして，２５年度の事業報告。こういう表も配らせていただき

ました。こちらにありますように，すみません説明が遅れたんですけ

ども私たちのネットワーカー常総は元々，県のほうの大好きいばらき

県民会議という県民運動の組織がありまして，その会員の常総市の連

絡協議会となっております。やはり茨城が大好きなんだよ。いいとこ

なんだよ。と言えるくらいにしましょう。と言うことで始まった会な

んですが，私たちネットワーカー常総は，常総のいいところ，大好き

なんだよと言えるぐらいいいところにしましょう。と言うことで PR

出来るように活動しております。 

資料を見ていただくと役員会がありまして，２５年度県西ブロック

大会というのを企画していたんですが，大雪のため，こちら残念なが

ら開催できませんでした。やはり年度内で軽トラック市がメインの事

業となっていました。 

続きまして２６年度の計画案を見ていただきたいと思います。すみ

ません，私の資料をコピーしましたので書込み等あってお見苦しいん

ですけども，なかなか会員の皆さんの，やはりボランティア意識が高

いので，それぞれいろんな団体にまたがって活動されている方々が多

く，お忙しいこともあって出てこられる方が少ない状況にあります。  

そこで今年度は，定例会を持ちましょうということで，毎月１回，

定例会議を開くこととしました。出来れば一般の方も広く参加してい

ただいて，私たちの団体に理解いただいて，参加していただけるとい

いなということで，定例会議に合わせてカクテル講座ですとか，おつ

まみ講座なども開催しようということになりました。表に５月９日カ

クテル講座とあるんですけども残念ながらこちら，講師の先生の日程

がつかないので，６月の定例会議に変更となっております。 
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今年は，事業といたしましては，軽トラ市に合わせてですね６月の

２１日，歌声広場カフェナイトと言うのを計画しております。こちら

元々私たちのネットワーカー常総で始まって，関東鉄道とコラボでで

すね，歌声列車という臨時列車を出しまして，常総市ですね，すばら

しい水田の風景があって筑波山の風景とたいへんいいところだと思う

んですけども，いや，田んぼしかねえよ，畑しかないよという話もあ

ります。田んぼがあるからいいんだと言うことをアピールしたい。そ

こで常総線乗りながら生ビールでも片手にですね，風景を楽しんで，

昔の懐かしい歌をうたいながら，歌声列車をやりましょうということ

で，２回開催しました。たいへん好評で，また乗りたいという方も増

えつつあったんですけども，ちょっといろいろ電車の関係ですとか都

合もつかないところもあって，昨年度中止しまして，歌声のほうは引

き続きやはり人気があったのでやりましょうということで，歌声喫茶

を計画しました。 

こちら場所が生涯学習センターとなっているんですけども，その後

の話し合いの中で，高野町のかたーるさんを会場に，第１回なので３

０人程度の小規模でまず始めてみようということになりました。 

日程のほう６月２１日で計画しておりますので，お時間ある方は是

非お誘いあわせの上，ご参加いただければ助かります。よろしくお願

いいたします。１９時ごろです。今後チラシのほうも作りますのでそ

の時にはよろしくお願いいたします。 

また秋のふるさと祭りで軽トラック市も開催いたします。参加者も

募集しておりますので，もし軽トラで乗り付けたい方は是非お声掛け

いただきたいと思います。 

私たちの活動については以上のとおりです。また会員のほうも熱烈

歓迎で募集しておりますので，興味のある方は声をかけてください。

ありがとうございました。 

 

（渡邊係長）ありがとうございました。続きまして，チアゴさんお願いします。 

 

（小椋委員）はじめまして，NPO 法人コムニダージ小椋と申します。ちょっとチ

ラシでたいへん申し訳ありませんが，簡単にご説明させていただきま

す。 

わたくしたちの団体の活動なんですが，ちょっとですね，特殊とい

いますか，外国人生活支援という，交流団体ではなく生活支援団体と

なっておりまして，厳密に言えばなんですが，就労支援を中心に活動

してきました。 

その就労支援の中なんですが介護，外国人ヘルパー養成ですね。ヘ
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ルパー２級取得のための講習会を茨城県の方から委託を受けまして過

去３回にわたり約３０名の新しい外国人ヘルパーを養成してきました。

その中でいろんな問題があり，就職するのは直ぐに就職出来るんです

が，継続の部分でいろいろの問題を抱えながらサポート，継続できる

ようにサポートしたりとか，そういったことをしてきました。 

あとですが，こちらコムニダージの紹介というページなんですが，

それ以外にもですね，学びということで子どもたちですね，私自身も

そうなんですが，小さい７歳の時に来日しまして，そこで母語という

ものをある程度失ってしまう。せっかくバイリンガルになれる機会が

あるのにそれを生かせないという状況の子どもたちというのがたくさ

んいるということで，日本語もある程度出来る子どもたちに母語を忘

れさせないように母語教室というものを開催しております。あとはで

すが，交流の一環で世界の料理教室と言うものを助成金の民間団体の

助成金を活用しまして実施いたしました。 

あとは，サービスといたしまして，この通訳翻訳サービスですね。

企業であったあり，個人，行政向けに有料の部分で団体の財政基盤の

確保ということで，そういったサービスを実施してきました。 

その一環の中で，アンケート調査であったりですね，あとは茨城県

のもう一つも委託で，外国人向けの防災訓練ですね，あとは外国人の

学校を対象とした健康診断事業というものを実施いたしました。 

そうですね，ちょっと去年少人数であまり一つのことに特化してい

るということではないので，力を使いすぎまして，今年，かなり事業

縮小と言う形になっているんですが，とりあえず現状では，今年は子

どもたちの母語教室であったり，こういうサービスの分野ですね，と

いうのを積極的にやっていきたいなということで今，活動しておりま

す。 

あとは外国人ヘルパー養成なんですが，今まで委託だった部分。そ

ちらを委託ではなく，自分たちで実施できるように体制の整備だった

りとかいろんなボランティアの方も巻き込める仕組みづくりをしてい

きたいな，と考えています。 

ちょっとチラシで，すごくアバウトな自転車操業といいますか，そ

ういう形で実施しておりまして，まだまだどこに特化していけばいい

のかというのを議論している段階ですので，その中でなにか皆さんと

やったり，例えばですが，周りの日本人の方も巻き込みながら，何か

市民活動の活性化に繋げていければいいなと思っております。以上で

す。ありがとうございます。 

 

（渡邊係長）ありがとうございました。少し時間が大丈夫かと思いますが，何か
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ありましたら，ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

（沼尻会長）その他で事務局，何かありますか。 

 

（渡邊係長）私のほうは大体説明しましたので大丈夫です。 

 

（沼尻会長）そうですか。それではいろいろとご協議いただきましてありがとう

ございました。これをもちまして終了させていただきます。今日はど

うもご苦労さまでした。ありがとうございました。また，次回よろし

くお願いします。 


